
１ 調査の目的及び沿革 

 事業所・企業統計調査は、個人経営の農林

漁業等を除く、全国のすべての事業所を対象

として、事業の種類、経営組織、従業者数な

どを調査し、我が国の事業所の地域別、産業

別、従業者規模別などの分布の実態を明らか

にするものであり、国をはじめ都道府県、市

町村における各種施策のための基礎資料を提

供するとともに、事業所や企業を対象とする

各種統計調査の母集団資料を提供するもので 

す。 

 この調査は、統計法に基づく指定統計調査

（指定統計第２号）として、「事業所統計調

査」という名称で昭和22年に開始され、翌23

年に２回目の調査が実施されました。以後、

昭和58年調査まで３年ごとに実施されてきま

したが、昭和61年調査から５年ごとに実施さ

れています。平成８年調査からは、企業に関

する調査事項の充実を図り、調査の名称を

「事業所・企業統計調査」と改めるととも

に、５年ごとの調査の中間年（調査後３年） 

に簡易な調査を実施するようになりました。 

 今回の調査は、18回目に当たりますが、近

年の社会・経済の状況に対応した企業情報の

充実を図るともに、ＩＴ化の進展に伴う企業

活動の実態についても把握することを主なね

らいとして、総務省統計局の所管により実施 

されました。 

 

２ 調査の期日 

  調査は、平成13年10月１日現在で実施さ 

 れました。 

 

３ 調査の範囲 

(1) 調査の対象は、日本標準産業分類に掲げ 

 る産業に属する事業所のうち、次に掲げる 

 事業所を除く事業所としました。 

平成13年事業所・企業統計調査の概要 

 ア 「大分類Ａ－農業」、「大分類Ｂ－林 

  業」、「大分類Ｃ－漁業」に属する事業 

  所で個人の経営に係るもの 

 イ 「大分類Ｌ－サービス業」のうち、 

  「中分類74－その他の生活関連サービス 

  業（小分類741－家事サービス業（住込 

  みのもの）及び同742－家事サービス業 

  （住込みでないもの））」及び「中分類 

  96－外国公務」に属する事業所 

(2) 次の事業所は、対象外としました。 

 ア 劇場、運動競技場、駅の改札口内など 

  有料施設のうち、「小分類767－公園、 

  遊園地」以外の施設の中に設けられてい 

  る事業所 

 イ 家事労働のかたわら、特に設備を持た 

  ないで賃仕事をしている個人の世帯 

(3) 次の事業所は、事業所・企業統計調査で 

 いう事業所に含めていません。 

 ア 収入を得て働く従業者がいないもの 

 イ 休業中で、かつ従業者がいないもの 

 ウ 季節的に営業する事業所で、調査期日 

  に従業者がいないもの 

 

４ 調査の種類及び調査事項 

  事業所・企業統計調査は、甲調査及び乙 

 調査に分けて実施されました。 

(1) 甲調査（様式別掲参照） 

  民営の事業所を対象とした全数調査。 

  なお、事業所・企業統計調査でいう民営 

 の事業所とは、国及び地方公共団体以外の 

 事業所をいいます。 

(2) 乙調査（様式別掲参照） 

  国、地方公共団体及び独立行政法人を対 

 象とした全数調査。 
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用  語  の  解  説 

１ 事業所 

  事業所とは、経済活動の場所ごとの単位 

 であって、原則として次の要件を備えてい 

 るものをいいます。 

(1) 経済活動が、単一の経営主体のもとで一 

 定の場所（一区画）を占めて行われている 

 こと 

(2) 物の生産、サービスの提供が、従業者及 

 び設備を有して、継続的に行われているこ 

 と 

 

  派遣・下請従業者のみの事業所 

  平成13年調査から、当該事業所に所属す 

 る従業者が１人もいなく、他の会社など別 

 経営の事業所から派遣されている人のみで 

 事業活動が行われている事業所も当該事業 

 所としています。 

 

２ 経営組織 

  民営 

   国及び地方公共団体を除く事業所をい 

  います。 

   個人 

    個人が事業を経営している場合をい 

   います。法人組織になっていない共同 

   経営の場合も個人としています。 

   法人 

    法律の規定によって法人格を認めら 

   れているものが事業を経営している場 

   合をいいます。 

    会社 

     株式会社、有限会社、合名会社、 

    合資会社、相互会社及び外国会社を 

    いいます。 

     ここで外国会社とは、外国におい 

    て設立された法人の支店、営業所な 

    どで、商法の規定により日本にその 

    事務所などを登記したものをいいま 

    す。 

     なお、外国人の経営する会社や外 

    国の資本が経営に参加しているいわ 

    ゆる外資系の会社は、外国会社とは 

    しません。 

     会社以外の法人 

      法人格を持っているもののう 

     ち、会社以外のものが経営してい 

     る事業所をいいます。たとえば、 

     社団法人、財団法人などです。 

   法人でない団体 

    団体ではあるが法人格のないものが 

   事業を経営してる場合をいいます。た 

   とえば、同窓会、後援会、学会、労働 

   組合などです。 

  国 

   国の事業所（機関）をいいます。 

  地方公共団体 

   地方公共団体の事業所（機関）をいい 

  ます。たとえば、県庁、市役所、県市町 

  村立の学校・図書館・病院・老人ホーム 

  などです。 

 

３ 従業者 

  従業者とは、調査日現在、当該事業所に 

 所属して働いているすべての人をいいま 

 す。したがって、他の会社や下請先などの 

 別経営の事業所へ派遣している人も含まれ 

 ます。また、当該事業所で働いている人で 

 あっても、他の会社や下請先などの別経営 

 の事業所から派遣されているなど、当該事 

 業所から賃金・給与（現物給与を含む。） 

 を支給されていない人は従業者に含めませ 

 ん。 

  なお、個人経営の事業所の家族従業者 

 は、賃金・給与を支給されていなくても従 
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 業者としています。 

  個人業主 

   個人経営の事業所で、実際にその事業 

  所を経営している人をいいます。 

  無給の家族従業者 

   個人業主の家族で、賃金・給与を受け 

  ずに、事業所の仕事を手伝っている人を 

  いいます。家族であっても、実際に雇用 

  者なみの賃金・給与を受けて働いている 

  人は、「常用雇用者」又は「臨時雇用 

  者」に含めます。 

  有給役員 

   経営組織が個人経営以外の場合の有給 

  役員をいいます。 

   有給役員とは、法人、団体の役員（常 

  勤、非常勤は問わない。）で、給与を受 

  けている人をいいます。 

   重役や理事などであっても、事務職 

  員、労務職員を兼ねて一定の職務に就 

  き、一般職員と同じ給与規則によって給 

  与を受けている人は、「常用雇用者」に 

  含めます。 

  常用雇用者 

   事業所に常時雇用されている人をいい 

  ます。 

   期間を定めずに雇用されている人若し 

  くは１か月を超える期間を定めて雇用さ 

  れている人又は平成13年８月と９月にそ 

  れぞれ18日以上雇用されている人をいい 

  ます。 

   一般に正社員・正職員などと呼ばれて 

   いる人 

    常用雇用者のうち、一般に「正社 

   員」、「正職員」などと呼ばれている 

   人をいいます。 

   一般に正社員・正職員などと呼ばれて 

   いる人以外の人 

     常用雇用者のうち、一般に「正社 

    員」、「正職員」などと呼ばれてい 

    る人以外で、「嘱託」、「パートタ 

    イマー」、「アルバイト」又はそれ 

    に近い名称で呼ばれている人をいい 

    ます。 

  臨時雇用者 

   常用雇用者以外の雇用者で、１か月以 

  内の期間を定めて雇用されている人又は 

  日々雇用されている人をいいます。 

 

４ 本所・支所 

  単独事業所 

   他の場所に同一経営の本所（本社・本 

  店）や支所（支社・支店）を持たない事 

  業所をいいます。 

  本所（本社・本店） 

   他の場所に同一経営の支所（支社・支 

  店）などがあって、それらのすべてを統 

  括している事業所をいいます。本所の各 

  部門がいくつかの場所に分かれているよ 

  うな場合は、社長などの代表者がいる事 

  業所を本所とし、他は支所としていま 

  す。 

  支所（支社・支店） 

   他の場所にある本所（本社・本店）の 

  統括を受けている事業所をいいます。上 

  位の事業所の統括を受ける一方で、下位 

  の事業所を統括している中間的な事業所 

  も支所としています。支社・支店といわ 

  れているもののほか、たとえば、営業 

  所、出張所、従業者のいる倉庫・寮など 

  も含まれます。 

 

５ 開設時期 

  事業所が現在の場所で事業を始めた年を 

 いいます。 

 

６ 会社企業 

  会社企業とは、民営事業所のうち経営組 

 織が株式会社、有限会社、合名会社、合資 

 会社及び相互会社であるもので、本所と支 

 社を含めた全体をいいます。単独事業所の 
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 場合は、それが（会社）企業となります。 

  なお、本報告書における「企業」とは、 

 この会社企業のことをいいます。 

 

７ 資本金額 

  株式会社及び有限会社については資本金 

 の額、合名会社及び合資会社については出 

 資金の額、相互会社については基金の額を 

 いいます。 

 

８ 親会社・子会社・関係会社・関連会社 

  親会社 

   当該企業への出資比率が、50％を超え 

  る会社をいいます。 

  子会社 

   当該企業の出資比率が、50％を超える 

  会社をいいます。 

  関係会社 

   当該企業への出資比率が、20％以上 

  50％以下の会社をいいます。 

  関連会社 

   当該企業の出資比率が、20％以上50％ 

  以下の会社をいいます。 

 

９ 会社成立時期 

  商業（法人）登記簿謄本における会社成 

 立の年月をいいます。 

 

10 会社の合併・分割等の状況 

  新設合併 

   ２つ以上の会社のすべてが解散して合 

  体し、新たに会社を設立した場合をいい 

  ます。 

  吸収合併 

   １つの会社が存続し、他の会社が解散 

  して存続会社に吸収された場合をいいま 

  す。 

  分社・分割 

   会社組織の一部を分離又は分割し、新 

  たな会社として設立した場合をいいま 

  す。 

  移転 

   事業所が他の場所から現在の場所に移 

  転した場合をいいます。 

  正式名称を変更 

   会社の正式名称（登記上の名称）を変 

  更した場合をいいます。 

 

11 電子商取引 

  電子商取引とは、インターネットやイン 

 ターネット以外のコンピューターネット 

 ワークを利用した商取引をいいます。 

  ただし、決済及び同一企業内の事業所間 

 での商取引は、ここでいう電子商取引には 

 含めません。 

 

12 電子商取引の内容 

  受注 

   物品、サービスの販売、配送、製造な 

  どの注文を受けることをいいます。 

  発注 

   物品、サービスの販売、配送、製造な 

  どの注文を発することをいいます。 

  配送等又はその手配 

   音楽、映像、メール新聞のサービスの 

  送信、物品の配送の手配をすることをい 

  います。 

  アフターサービス等その他 

   販売した物品、サービスのアフター 

  サービスなど、上記の「受注」、「発 

  注」、「配送等又はその手配」に該当し 

  ない電子商取引をいいます。 
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利 用 上 の 注 意 

１ 事業所の産業の決め方 

(1) 事業所の産業の決め方は、主要な業務に 

 より決定することが原則です。事業所に 

 よっていくつかの異なった経済活動をして 

 いる場合は、原則として１年間の総収入又 

 は総販売額の最も多いものによってその事 

 業所の産業を決定しています。 

(2) 同一の経営者が、異なった場所で事業を 

 営んでいる場合は、原則としてそれぞれを 

 事業所とし、その事業所が行っている主な 

 経済活動により産業を決定しています。 

(3) 管理事務を行う本社などの産業は、管理 

 する全事業所を通じての主たる産業によっ 

 て決定しています。 

(4) 季節によって定期的に事業を転換する事 

 業所は、調査期日に関係なく１年間の収入 

 の最も多い事業によって産業を決定してい 

 ます。 

(5) 自家用の補修工事、専用鉄道、倉庫、油 

 槽所については、主事業所の産業と同じ産 

 業に分類しています。 

 

２ 産業分類 

  事業所・企業統計調査の産業分類は、原 

 則として、日本標準産業分類（平成５年10 

 月総務庁告示第60号）の小分類項目を用い 

 ていますが、一部については更に分割した 

 ものを便宜小分類として用いています。こ 

 れについては、巻末付２「平成13年事業 

 所・企業統計調査で用いた産業分類と日本 

 標準産業分類との相違項目比較表」を参照 

 してください。 

 

３ 事業所の数値のとらえかた 

  事業所数の数値のとらえ方については、 

 下図に示すとおりです。 

全産業(Ａ～Ｍ)
　11万7,000事業所

公営(ア'＋イ'＋ウ')

Ａ

 ウ'
349事業所

民営(ア＋イ）
11万4,563事業所 2,437事業所

Ｍ

11万4,481

事業所

イ  イ'

 ア'ア
農林漁業(個人経営を除くＡ～Ｃ)
　83事業所(ア＋ア'）

1事業所82事業所

非
農
林
漁
業

Ｄ～Ｌ　民営の非農林漁業

2,087

事業所

Ｌ

Ｄ～Ｌ　非農林漁業(公務を除く)

Ａ～Ｍ　全産業

Ｄ

公務(Ｍ)
　349事業所(ウ'）

非農林漁業(公務を除くＤ～Ｌ)
　11万6,568事業所(イ＋イ'）

注)

にそれぞれ分類されます。

ス業)に，市営バスの営業所は一般旅客
自動車運送業(大分類Ｈｰ運輸・通信業)

＋イ')があります。例えば清掃事務所

は一般廃棄物処理業(大分類Ｌ-サービ

務,地方公務)に分類される事業所(ウ')
と一般の産業に分類される事業所(ア'

　公営事業所の中には，Ｍ公務(国家公

     図１ 事業所の数値のとらえ方 
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４ 集計数値等について 

(1) 本報告書の集計数値は、昭和53年から平 

 成８年は総務省統計局の集計数値を使用し 

 たので、総務省統計局公表の確定値と原則 

 として一致しますが、昭和50年以前及び平 

 成13年の数値は、本市独自集計の数値のた 

 め、総務省統計局の確定値と一致しない場 

 合があります。 

(2) 時系列比較をする場合は、各調査の範囲 

 や産業分類の項目に変化がありますので注 

 意してください。 

  なお、平成11年７月１日現在で実施され 

 た簡易な調査は、調査の範囲から国及び地 

 方公共団体の事業所（機関）が除かれてい 

 るため、本報告書における時系列比較では 

 非掲載としています。（別掲「各回調査の 

 範囲等の比較」を参照。） 

(3) 昭和61年以前の数値については、各調査 

 期日現在の産業分類に基づく数値を表彰し 

 ています。 

(4) 統計表に掲載している平成３年調査の産 

 業分類別の実数は、「日本標準産業分類」 

 改訂（平成６年４月１日適用）に伴う新分 

 類への再格付（組替え）後の数値です。こ 

 のため、平成３年事業所統計調査結果報告 

 （横浜市の事業所）に掲載した数値と異な 

 りますので御注意願います。 

(5) 各統計表において、産業分類項目名が長 

 い項目については、略称を使用していま 

 す。これについては、巻末付１「統計表に 

 用いる産業分類項目について」を参照して 

 ください。 

(6) 単位未満は四捨五入したため、総数と内 

 訳計とは一致しない場合があります。 

(7) 統計表の年平均増加率（年率）は、次の 

 式により計算しています。 

(8) 統計表中の符号の用法は、次のとおりで 

 す。 

「－」……………該当数値がないもの、又は 

        調査していないもの 

「0.0」、「0」…単位未満 

(9) 港北区、緑区、青葉区及び都筑区は、平 

 成６年11月６日行政区再編成が実施され、 

 旧港北区及び旧緑区から分区しました。 

  各統計表におけるこの４区の平成３年の 

 数値は、総務庁統計局（現総務省統計局） 

 が現行の行政区域により組み替え、集計し 

 た数値を用いています。 

(10)この報告書の内容は、統計解析課のイン 

 ターネットホームページ（http/www.city. 

 yokohama.jp/me/stat/）上でも御覧いただ 

 けます。 

(11) この報告書の数値は、後日総務省統計局 

 から公表されるものと相違する場合があり 

 ます。 

Ｎ × 100 （％）－１
当該調査年の数値

前回調査年の数値
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年　　次
（調査日）

　全事業所 　事業所単位
　ただし、次のものを除きます。 　ただし、次のものは特例としています。
１　個人経営の農林水産業（獣医業を除く）、家事サー １　鉱業の現場等は統括事務を行っている事務所な
　ビス業及び在日外国公務に該当する事業所 　どで一括調査
２　収入を得て働く従業者がいないもの及び３か月以上 ２　建設業の現場等は常時請負契約を結ぶ事務所な
　休業中のもの 　どで一括調査
３　営業の場所が一定しないもの及び営業のための固定 ３　鉄道業の現業機関は管理責任者のいる駅、車掌

第 10 回 　的設備のない事業所 　区などで一括調査
昭和47年 ４　季節的に営業する事業所で、調査期日に営業してい

（9月1日） 　ないもの 　なお、公務については次のとおりとしています。
５　別経営の他の事業所の構内にあって、 １　本来の行政事務を行う国の機関は、省、庁、委
 (1)　専らその事業所の従業者のためにあるもの 　員会ごとに１事業所としています。また、付属機
 (2)　その事業所の下請け事業を行うもので他の場所に 　関及び地方支分部局はそれぞれ１事業所としてい
　　統括事務を行う本店、支店などがあるもの 　ます。
６　入場料などを支払って出入りする有料施設の中にあ ２　立法事務、司法事務を行う国の機関及び地方公
　る事業所 　共団体の機関についても上記「１」に準じていま

　す。

　全事業所
　ただし、次のものを除きます。
１　個人経営の農林水産業（獣医業を除く）、家事サー
　ビス業及び在日外国公務に該当する事業所
２　収入を得て働く従業者のいないもの及び休業中で従

第 11 回 　業者のいないもの
昭和50年 ３　営業の場所が一定しないもの及び営業のための固定

（9月1日） 　的設備のない事業所
４　季節的に営業する事業所で、調査期日に営業してい
　ないもの
５　別経営の他の事業所の構内にあって、専らその事業
　所の従業者のためにあるもの
６　入場料などを支払って出入りする有料施設の中にあ
　る事業所

　全事業所 　事業所単位
　ただし、次のものを除きます。 　ただし、次のものは特例としています。
１　個人経営の農林水産業（獣医業を除く）、家事サー １　鉱業の現場等は統括事務を行っている事務所な
　ビス業及び在日外国公務に該当する事業所 　どで一括調査
２　収入を得て働く従業者のいないもの及び休業中で従 ２　建設業の現場等は常時請負契約を結ぶ事務所な
　業者のいないもの 　どで一括調査
３　営業のための固定的設備のない事業所 ３　鉄道業の現業機関は管理責任者がいる駅、車掌

第 12 回 ４　季節的に営業する事業所で、調査期日に営業してい 　区などで一括調査
昭和53年 　ないもの

（6月15日） ５　入場料などを支払って出入りする有料施設の中にあ 　なお、公務については次のとおりとしています。
　る事業所 １　本来の行政事務を行う国の機関は、省、庁、委

　員会ごとに１事業所としています。また、付属機
　関及び地方支分部局はそれぞれ１事業所としてい
　ます。
２　立法事務、司法事務を行う国の機関及び地方公
　共団体の機関についても上記「１」に準じていま
　す。

第 13 回
昭和56年

（7月1日）

第 14 回
昭和61年

（7月1日）

同　上 同　上

同　上

各  回  調  査  の  範  囲  等  の  比  較

調　　査　　の　　範　　囲 調　　査　　の　　単　　位

同　上 同　上
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年　　次
（調査日）

　全事業所 　事業所単位
　ただし、次のものを除きます。 　ただし、次のものは特例としています。
１　個人経営の農林水産業（獣医業を除く）、家事サー １　鉱業の現場等は統括事務を行っている事務所な
　ビス業及び在日外国公務に該当する事業所 　どで一括調査
２　収入を得て働く従業者のいないもの及び休業中で従 ２　建設業の現場等は常時請負契約を結ぶ事務所な
　業者のいないもの 　どで一括調査
３　営業のための固定的設備のない事業所 ３　鉄道業の現業機関は管理責任者がいる駅、車掌

第 15 回 ４　季節的に営業する事業所で、調査期日に営業してい 　区などで一括調査
平成３年 　ないもの

（7月1日） ５　入場料などを支払って出入りする有料施設の中にあ 　なお、公務については次のとおりとしています。
　る事業所 １　本来の行政事務を行う国の機関は、省、庁、委

　員会ごとに１事業所としています。また、付属機
　関及び地方支分部局はそれぞれ１事業所としてい
　ます。
２　立法事務、司法事務を行う国の機関及び地方公
　共団体の機関についても上記「１」に準じていま
　す。

　全事業所
　ただし、次のものを除きます。
１　個人経営の農林水産業（獣医業を除く）、家事サー
　ビス業及び在日外国公務に該当する事業所

第 16 回 ２　収入を得て働く従業者のいないもの及び休業中で従
平成８年 　業者のいないもの

（10月1日） ３　営業のための固定的設備のない事業所
４　季節的に営業する事業所で、調査期日に営業してい
　ないもの
５　入場料などを支払って出入りする有料施設（「産業
　小分類767-公園、遊園地」を除く）の中にある事業所

　全事業所 　事業所単位
　ただし、次のものを除きます。 　ただし、次のものは特例としています。
１　個人経営の農林水産業（獣医業を除く）、家事サー １　鉱業の現場等は統括事務を行っている事務所な
　ビス業及び在日外国公務に該当する事業所 　どで一括調査

第 17 回 ２　収入を得て働く従業者のいないもの及び休業中で従 ２　建設業の現場等は常時請負契約を結ぶ事務所な
平成11年 　業者のいないもの 　どで一括調査

（７月1日） ３　営業のための固定的設備のない事業所 ３　鉄道業の現業機関は管理責任者がいる駅、車掌
４　季節的に営業する事業所で、調査期日に営業してい 　区などで一括調査
　ないもの
５　入場料などを支払って出入りする有料施設（「産業
　小分類767-公園、遊園地」を除く）の中にある事業所
６　国及び地方公共団体の事業所（機関）

　全事業所 　事業所単位
　ただし、次のものを除きます。 　ただし、次のものは特例としています。
１　個人経営の農林水産業（獣医業を除く）、家事サー １　鉱業の現場等は統括事務を行っている事務所な
　ビス業及び在日外国公務に該当する事業所 　どで一括調査
２　収入を得て働く従業者のいないもの及び休業中で従 ２　建設業の現場等は常時請負契約を結ぶ事務所な
　業者のいないもの 　どで一括調査
３　営業のための固定的設備のない事業所 ３　鉄道業の現業機関は管理責任者がいる駅、車掌

第 18 回 ４　季節的に営業する事業所で、調査期日に営業してい 　区などで一括調査
平成13年 　ないもの

（10月1日） ５　入場料などを支払って出入りする有料施設（「産業 　なお、公務については次のとおりとしています。
　小分類767-公園、遊園地」を除く）の中にある事業所 １　本来の行政事務を行う国の機関は、省、庁、委

　員会ごとに１事業所としています。また、付属機
　関及び地方支分部局はそれぞれ１事業所としてい
　ます。
２　立法事務、司法事務を行う国の機関及び地方公
　共団体の機関についても上記「１」に準じていま
　す。

調　　査　　の　　範　　囲 調　　査　　の　　単　　位

同　上
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